
（フリガナ）

（ 〒 － ）

（ 〒 － ） ※上段の居所と異なる場合のみ記入してください。

年払い　　 （年度末までの掛金を一括納付 ・ 前納割引あり）

半年払い　　（年度末までの掛金を前期・後期に分けて納付 ・ 前納割引あり）

毎月払い

地方公務員等共済組合法第１４４条の２第１項の規定による任意継続組合員の資格を取得したいので申し出ます。
 

愛媛県市町村職員共済組合理事長    様

○ 年 ○ 月 ○ 日

氏  名

上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

○ 年 ○ 月 ○ 日

職  名

氏  名

年

任 意 継 続 組 合 員 資 格 取 得 申 出 書

組合員等
記号番号

記      号 番      号
退職時の
所属所名 〇〇市

〇〇〇 ○○○○

申　出　者
氏　　　名 共済　太郎 生年月日

及び性別
昭和
平成

〇 〇 月 〇 日
男
 ・

女

現　住　所
（居　所）

エヒメケン○○シ○○マチ〇－〇－〇

○○○ ○○○○

　愛媛県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

　「丁目」「番地」を「－」に置き換えたり、「字」「アパート名」等を省略せず「住民票」の表記どおりに記入してくださ
い。居所と住民票の住所が異なる場合は、下段に住民票の住所を記入してください。

住民票の住所

組合員資格
昭和
平成
令和

○ 年 ○ ○○○ ） ○○○○
取得年月日

○○○ （月 ○ 日 連絡先電話番号

退職年月日 令和 ○ 年 ○

申出者 共済　太郎

○ 日
掛金の標準となった
退職時の標準報酬 短期 ○○ 等級月 ○○ 千円

掛金払込方法
（振込手数料は自己負担）

 ※  納付期限までに振込みがない場合は、即日資格喪失となります。督促等は行いませんので
　　ご注意ください。

令和

裏面に注意事項を記載していますのでご確認ください。記入後は速やかな提出をお願いします。

令和

〇〇市長
所属所長

○○　○○

※ 退職時に後期高齢者医療の被保険者である長期組合員、後期高齢者等短期組合員等で
あった方は加入できません。

住民票の住所表記どおりに記入してください。

※両面印刷のうえ作成してください。



≪マイナ保険証の使用について≫

任意継続組合員の資格情報がオンライン資格確認等システムへデータ登録が完了するまで、

マイナ保険証（健康保険証として利用登録したマイナンバーカード）を使用しての保険診療は受

けられません。

データ登録完了後に、表面に記入された住所に「資格情報通知書」「任意継続掛金振込依頼書」

等を送付しますので、お手元に届いた日以降は、マイナ保険証を使用して医療機関の受診ができま

す。

「任意継続組合員資格取得申出書」に記入もれや記入誤り等がある場合は、データ登録に時間を

要し、医療費の一時的な全額負担が発生する可能性がありますので、不備がないよう記入していた

だき、記入後は速やかに退職時の共済事務担当課（所属所）に提出してください。

※ マイナ保険証が利用できない方には「資格確認書」を交付します。

※「資格情報通知書」がお手元に届く前に医療機関を受診したい場合は、事前にマイナポータルに

アクセスしていただき、健康保険証のページが任意継続組合員の情報に変わっていることを確認

のうえ、医療機関を受診してください。

データ登録が完了している場合 記号の頭に「任」がつきます。（例：任１２３）

資格取得年月日は「退職日の翌日」となります。

【住所の記入について】

本組合において資格情報を登録後、登録した情報に誤りがないか社会保険診療報酬支払基金にお

いて登録情報の再確認が行われます。確認は氏名（漢字・カナ）、住所、生年月日、性別により実

施され、住所の確認は住民票の住所と突合しているため、本組合への住所の届出が住民票のとおり

でない場合は住所相違によるエラーとなり、資格情報の登録に時間を要することとなります。

住所を記入する際は「丁目」「番地」等を「－」に置き換えないでください。又「字」「マン

ション名」等も省略することなく、住民票の表記どおりに住所の記入をお願いします。

現住所（居所）と住民票の住所が異なる場合は、下段に住民上の住所を記入してください。任意

継続組合員の方へお送りする本組合からの送付物は、現住所（居所）あてに送付します。

【任意継続掛金の払込方法について】

任意継続掛金が「任意継続掛金振込依頼書」に記載している納付期限までに振り込まれなかった

場合は、任意継続組合員の資格は喪失となります。

お振込みが確認できなかった場合、本組合から督促等の案内は行わず、即日資格喪失となります。

納付期限後に振込みがあった場合でも、振り込まれた掛金は本組合へ登録している組合員の口座へ

返金となり、任意継続組合員の資格を復活させることはできません。また、お振込みの際は、金融

機関が定める振込手数料がかかりますので、納付忘れも防げ、振込手数料の負担も少なくてすむ

「年払い」を選択されることをお勧めします。

なお、「年払い」「半年払い」を選択されると、年4.0％の複利現価法による割引制度が受けら

れます。途中で任意継続組合員をやめる場合は未経過期間分の掛金はお返ししますので、是非ご検

討ください。


